
第

二

千

四

百

九

十

九

号

平
成
二
十
五
年
十
一
月
二
十
二
日

(

金
曜
日)

目

次

告

示

○
解
除
予
定
保
安
林
と
す
る
旨
の
通
知

(

治

山

課)

七
五
五
ペ
ー
ジ

○
道
路
の
区
域
変
更

(

道
路
維
持
課)

七
五
五

○
道
路
の
供
用
開
始

(

同

)

七
五
七

公

示

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
認
証
申
請

(

環
境
生
活
政
策
課)

七
五
七

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
申
請

(

同

)

七
五
八

○
介
護
保
険
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
の
指
定

(

高
齢
福
祉
課)

七
五
八

○
介
護
保
険
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
の
廃
止

(
同

)

七
五
九

○
介
護
保
険
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
の
指
定

(
同

)

七
五
九

○
介
護
保
険
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
の
廃
止

(

同

)

七
五
九

○
介
護
保
険
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
の
指
定

(

同

)

七
六
〇

○
介
護
保
険
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
の
廃
止

(

同

)
七
六
〇

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
関
す
る
件

(

商
業
流
通
課)
七
六
一

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
よ
る
意
見
書
に
関
す
る
件

(

同

)

七
六
五

○
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
認
可

(

揖
斐
農
林
事
務
所)

七
六
五

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

(

可
茂
農
林
事
務
所)

七
六
五

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

(

会

計

課)

七
六
六

正

誤

○
岐
阜
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
中
訂
正

(

人

事

課)

七
六
六

○
岐
阜
県
現
地
機
関
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
中
訂
正

(

同

)

七
六
六

○
目
次
中
訂
正

(

法
務
・
情
報
公
開
課)

七
六
七

告

示

岐
阜
県
告
示
第
五
百
二
十
八
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
農
林
水
産
大
臣
か

ら
保
安
林
の
解
除
を
し
よ
う
と
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
そ
の

内
容
を
告
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
十
一
月
二
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

加
茂
郡
坂
祝
町
深
萱
字
梅
替
一
五
三
の
九(

国
有
林
。
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。)

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

解
除
の
理
由

道
路
用
地
と
す
る
た
め

岐
阜
県
告
示
第
五
百
二
十
九
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
五
年
十
一
月
二
十
二
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道

路
維
持
課
及
び
岐
阜
県
美
濃
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
五
年
十
一
月
二
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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○

○

岐

阜

県

公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
二
十
五
年
十
一
月
二
十
二
日



県
道

道
路
の
種
類 県

道
道
路
の
種
類

大

和

美

並
線

路
線
名

坂

祝

関

線

路
線
名

郡
上
市
八
幡
町
有
坂
字
堂
前

一
八
八
番
一
地
先
か
ら

同

市
同

字
大
矢

郡
上
市
八
幡
町
有
坂
字
堂
前

一
八
九
番
一
地
先
か
ら

同

市
同

字
同

一
八
八
番
一
地
先
ま
で

区

間

関
市
西
田
原
字
カ
ナ
ク
ズ
二

二
一
八
番
二
地
先
か
ら

同
市
大
杉
字
戸
石
五
五
九
番

一
地
先
ま
で

区

間

Ａ
前

Ｂ 後 前 区
域
変
更
前
後
別 後 前 区

域
変
更
前
後
別��･�〜��･���･�〜��･� ��･�〜��･� ��･�〜��･� 敷

地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル) �･�〜��･� �･�〜��･� 敷
地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル)��･���･� ��･� ��･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル) ���･� ���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

Ａ
及
び

Ｂ
は
関

係
図
面

に
表
示

す
る
敷

地
の
区

分
を
い

備

考

備

考

県
道

道
路
の
種
類

中
野
方

七

宗
線

路
線
名

加
茂
郡
八
百
津
町
福
地
字
油

草
四
〇
五
番
五
地
先
か
ら

同

郡
同

町
同

字
同

四
〇
七
番
一
地
先
ま
で

区

間

郡
上
市
八
幡
町
有
坂
字
大
矢

二
一
番
二
地
先
か
ら

同

市
同

字
同

二
一
番
一
地
先
ま
で

二
一
番
二
地
先
ま
で

後 前 区
域
変
更
前
後
別 後 前 後

Ａ��･�〜��･� ��･�〜��･� 敷
地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル) ��･�〜��･� ��･�〜��･� ��･�〜��･���･� ��･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル) ��･� ��･� ��･�
備

考

う
。

岐
阜
県
告
示
第
五
百
三
十
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
五
年
十
一
月
二
十
二
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道

路
維
持
課
及
び
岐
阜
県
郡
上
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
五
年
十
一
月
二
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
五
百
三
十
一
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
五
年
十
一
月
二
十
二
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道

路
維
持
課
及
び
岐
阜
県
可
茂
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
五
年
十
一
月
二
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
五
百
三
十
二
号

道
路
法(
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
五
年
十
一
月
二
十
二
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
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県
道

道
路
の
種
類 県

道
道
路
の
種
類

大

和

美

並
線

路
線
名

中
野
方

七

宗
線

路
線
名

郡
上
市
八
幡
町
有
坂
字
下
島
二
〇

六
番
一
地
先
か
ら

同

市
同

字
大
矢
二
〇

番
一
地
先
ま
で

区

間

加
茂
郡
八
百
津
町
潮
見
字
篠

原
六
番
八
地
先
か
ら

同

郡
同

町
同

字
同

一
四
番
二
地
先
ま
で

区

間

後 前 区
域
変
更
前
後
別���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル) �･�〜��･� �･�〜��･� 敷
地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル)

平
成
��･��･�� 供

用
開
始

の
期
日 ��･� ��･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

平
成
��･�･��平成��･�･��平成��･��･�� 備

考

(

区
域
の

決
定
又
は

変
更
の
告

示
年
月
日

ほ
か) 備

考

県
道

道
路
の
種
類

白

川

福

岡
線

路
線
名

加
茂
郡
白
川
町
三
川
字
恵
釣
り
四

九
二
番
一
地
先
か
ら

同

郡
同

町
同

字
同

四

九
五
番
一
地
先
ま
で

区

間���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

平
成
��･��･�� 供

用
開
始

の
期
日

平
成
��･�･� 備

考

(

区
域
の

決
定
又
は

変
更
の
告

示
年
月
日

ほ
か)

路
維
持
課
及
び
岐
阜
県
可
茂
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
五
年
十
一
月
二
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
五
百
三
十
三
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
五
年
十
一
月
二
十
二
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道

路
維
持
課
及
び
岐
阜
県
郡
上
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
五
年
十
一
月
二
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
五
百
三
十
四
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
五
年
十
一
月
二
十
二
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道

路
維
持
課
及
び
岐
阜
県
可
茂
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
五
年
十
一
月
二
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

公

示

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非
営
利

活
動
法
人
の
設
立
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
十
一
月
二
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
五
年
十
一
月
十
二
日
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株
式
会
社
Ａ
Ｓ

Ｅ
Ｋ

株
式
会
社
ケ
ー

ア
イ

株
式
会
社

蓮

事
業
者
の
名
称

又

は

氏

名

リ
ハ
ビ
リ
デ
イ

サ
ー
ビ
ス
ｎ
ａ

ｇ
ｏ
ｍ
ｉ
鵜
沼

店レ
ッ
ツ
倶
楽
部

瑞
浪
稲
津

あ
か
つ
き
リ
ハ

事
業
所
の
名
称

岐
阜
県
各
務
原
市
鵜
沼
東
町
三

―
一
八
二
―
三
第
一
カ
ザ
ー
後

藤
一
Ｆ

岐
阜
県
瑞
浪
市
稲
津
町
小
里
一

二
九
九
番
地
三

岐
阜
県
大
垣
市
世
安
町
二
丁
目

事

業

所

の

所

在

地

通
所
介
護

通
所
介
護

通
所
介
護

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

平
成

二
五
・
一
〇
・

一

平
成

二
五
・
一
〇
・

一

平
成

指

定

年
月
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
地
域
医
療
支
援
研
究
セ
ン
タ
ー

三

代

表

者

の

氏

名

土
屋

照
雄

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岐
阜
県
羽
島
市
竹
鼻
町
錦
町
一
五
番
地

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
地
域
で
暮
ら
す
人
々
が
健
康
で
心
豊
か
な
生
活

を
お
く
れ
る
よ
う
、
医
療
、
福
祉
、
介
護
並
び
に
身
体
障
害
者
等

に
係
る
支
援
及
び
教
育
・
調
査
・
研
究
事
業
を
行
い
、
安
心
し
て

暮
ら
せ
る
地
域
社
会
の
実
現
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非

営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
で
準
用
す
る
第
十
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
十
一
月
二
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
五
年
十
一
月
八
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
全
日
本
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
協
議
会

三

代

表

者

の

氏

名

橋
本

浩
二

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岐
阜
県
美
濃
加
茂
市
田
島
町
三
丁
目
二
〇
番
地
七

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
地
震
・
津
波
・
洪
水
等
に
よ
る
緊
急
災
害
時
、

被
災
地
へ
の
救
援
物
資
、
及
び
人
員
の
搬
送
等
の
支
援
活
動
を
実

施
す
る
こ
と
、
又
、
当
該
活
動
を
円
滑
に
推
進
す
る
た
め
に
、
ヘ

リ
コ
プ
タ
ー
の
安
全
運
航
に
係
る
情
報
の
共
有
、
航
空
知
識
と
操

縦
技
術
の
充
実
を
促
進
し
、
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
の
社
会
的
地
位
向
上

の
た
め
の
研
修
・
講
習
会
を
開
催
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
技
術
向

上
と
全
国
支
援
体
制
の
育
成
を
図
り
、
も
っ
て
国
民
生
活
の
安
全

と
安
心
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非

営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
で
準
用
す
る
第
十
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
十
一
月
二
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
五
年
十
一
月
八
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
プ
ラ
ス
・
ワ
ン

三

代

表

者

の

氏

名

工
藤

正
弘

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岐
阜
県
美
濃
加
茂
市
森
山
町
四
丁
目
一
二
番
五
号

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
障
害
の
あ
る
人
々
に
対
し
て
、
障
害
者
自
立
支

援
法
に
基
づ
く
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
い
、
就
労
機
会
の

拡
充
と
地
域
福
祉
の
向
上
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

○
介
護
保
険
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
の
指
定

介
護
保
険
法(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
七
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
同
法
第
四
十

一
条
第
一
項
の
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
七
十
八
条
第
一
号
の
規
定
に

よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
十
一
月
二
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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事
業
者
の
名
称

又

は

氏

名

の
郷

た
の
し
い
株
式

会
社

Ｍ
’ｓ
サ
ー
ビ
ス

株
式
会
社
カ
ノ

ン株
式
会
社
ゑ
び

す
や

株
式
会
社
ユ
ニ

シ
ス

株
式
会
社
ハ
ー

ト
ケ
ア

株
式
会
社
ゑ
び

す
や

事
業
所
の
名
称

ト
レ
ク
ラ
ブ

あ
り
が
と
サ
ン

美
濃
加
茂

デ
イ
サ
ー
ビ
ス

Ｇ
Ｙ
Ｍ
ｓ
せ
き

サ
ロ
ン
ド
ま
な

か和
楽

や
さ
し
い
手
ま

え
の
訪
問
介
護

事
業
所

た
じ
み
松
坂
訪

問
看
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン

和
楽

事

業

所

の

所

在

地

一
四
番
地

岐
阜
県
美
濃
加
茂
市
古
井
町
下

古
井
四
六
八
番
地
セ
ン
ト
ラ
ル

ビ
ル
一
Ｆ

岐
阜
県
関
市
伊
勢
町
一
八
―
二

岐
阜
県
高
山
市
上
宝
町
本
郷
二

九
一
六
番
地

岐
阜
県
多
治
見
市
姫
町
二
丁
目

七
六
―
二
宏
和
ビ
ル
一
Ｆ

岐
阜
県
各
務
原
市
那
加
前
野
町

三
丁
目
一
三
三
番
地

岐
阜
県
多
治
見
市
松
坂
町
一
丁

目
一
番
地
の
五

岐
阜
県
多
治
見
市
姫
町
二
丁
目

七
六
―
二
宏
和
ビ
ル
一
Ｆ

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

通
所
介
護

通
所
介
護

通
所
介
護

福
祉
用
具

貸
与

訪
問
介
護

訪
問
看
護

特
定
福
祉

用
具
販
売

廃

止

年
月
日

二
五
・
一
〇
・

一

平
成

二
五
・
一
〇
・

一

平
成

二
五
・
一
〇
・

一

平
成

二
五
・
一
〇
・

九

平
成

二
五
・
一
〇
・

一

平
成

二
五
・
一
〇
・

一

平
成

二
五
・
一
〇
・

一

平
成

二
五
・
一
〇
・

一

デ
ィ
ー
ス
ク
エ

ア
株
式
会
社

山
ぼ
う
し
合
同

会
社

社
会
福
祉
法
人

大
和
社
会
福
祉

事
業
セ
ン
タ
ー

事
業
者
の
名
称

社
会
福
祉
法
人

和
光
会

医
療
法
人
薫
風

会

ケ
ア
セ
ン
タ
ー

森
の
時
計

山
ぼ
う
し
居
宅

介
護
支
援
事
業

所居
宅
介
護
支
援

事
業
所
ハ
ー
ト

タ
ウ
ン
平
成
の

杜 事
業
所
の
名
称

Ｇ
―
ｓ
ｔ
ａ
ｒ

本
巣

高
桑
内
科
ク
リ

ニ
ッ
ク

岐
阜
県
多
治
見
市
常
盤
町
二
〇

番
地

岐
阜
県
高
山
市
下
切
町
四
三
一

番
地

岐
阜
県
関
市
中
之
保
四
五
一
七

―
二

事

業

所

の

所

在

地

岐
阜
県
本
巣
市
三
橋
鶴
舞
九
八

番
地

岐
阜
県
高
山
市
石
浦
町
六
丁
目

二
二
〇
番
地

居
宅
介
護

支
援

居
宅
介
護

支
援

居
宅
介
護

支
援

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

通
所
介
護

訪
問
看
護

平
成

二
五
・
一
〇
・

一

平
成

二
五
・
一
〇
・

一

平
成

二
五
・
一
〇
・

一

指

定

年
月
日

平
成

二
五
・
一
〇
・
三
一

平
成

二
五
・
一
〇
・
三
一

○
介
護
保
険
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
の
廃
止

介
護
保
険
法(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
七
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
指
定
居
宅

サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら
当
該
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
七
十

八
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
十
一
月
二
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

○
介
護
保
険
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
の
指
定

介
護
保
険
法(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
七
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
同
法
第
四

十
六
条
第
一
項
の
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
八
十
五
条
第
一
号
の
規
定

に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
十
一
月
二
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

○
介
護
保
険
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
の
廃
止

介
護
保
険
法(
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
八
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
指
定
居
宅

介
護
支
援
事
業
者
か
ら
当
該
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
の
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
八
十

五
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。
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株
式
会
社
Ａ
Ｓ

Ｅ
Ｋ

株
式
会
社
ケ
ー

ア
イ

株
式
会
社

蓮

の
郷

た
の
し
い
株
式

会
社

Ｍ
’ｓ
サ
ー
ビ
ス

事
業
者
の
名
称

又

は

氏

名

株
式
会
社

や

さ
し
い
時
間

事
業
者
の
名
称

リ
ハ
ビ
リ
デ
イ

サ
ー
ビ
ス
ｎ
ａ

ｇ
ｏ
ｍ
ｉ
鵜
沼

店レ
ッ
ツ
倶
楽
部

瑞
浪
稲
津

あ
か
つ
き
リ
ハ

ト
レ
ク
ラ
ブ

あ
り
が
と
サ
ン

美
濃
加
茂

デ
イ
サ
ー
ビ
ス

事
業
所
の
名
称

ケ
ア
セ
ン
タ
ー

森
の
時
計

事
業
所
の
名
称

岐
阜
県
各
務
原
市
鵜
沼
東
町
三

―
一
八
二
―
三
第
一
カ
ザ
ー
後

藤
一
Ｆ

岐
阜
県
瑞
浪
市
稲
津
町
小
里
一

二
九
九
番
地
三

岐
阜
県
大
垣
市
世
安
町
二
丁
目

一
四
番
地

岐
阜
県
美
濃
加
茂
市
古
井
町
下

古
井
四
六
八
番
地
セ
ン
ト
ラ
ル

ビ
ル
一
Ｆ

岐
阜
県
関
市
伊
勢
町
一
八
―
二

事

業

所

の

所

在

地

岐
阜
県
多
治
見
市
常
盤
町
二
〇

番
地

事

業

所

の

所

在

地

介
護
予
防

通
所
介
護

介
護
予
防

通
所
介
護

介
護
予
防

通
所
介
護

介
護
予
防

通
所
介
護

介
護
予
防

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

居
宅
介
護

支
援

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

平
成

二
五
・
一
〇
・

一

平
成

二
五
・
一
〇
・

一

平
成

二
五
・
一
〇
・

一

平
成

二
五
・
一
〇
・

一

平
成

指

定

年
月
日

平
成

二
五
・
一
〇
・

一

廃

止

年
月
日

社
会
福
祉
法
人

和
光
会

事
業
者
の
名
称

又

は

氏

名

株
式
会
社
カ
ノ

ン株
式
会
社
ゑ
び

す
や

株
式
会
社
ユ
ニ

シ
ス

株
式
会
社
ハ
ー

ト
ケ
ア

株
式
会
社
ゑ
び

す
や

Ｇ
―
ｓ
ｔ
ａ
ｒ

本
巣

事
業
所
の
名
称

Ｇ
Ｙ
Ｍ
ｓ
せ
き

サ
ロ
ン
ド
ま
な

か和
楽

や
さ
し
い
手
ま

え
の
訪
問
介
護

事
業
所

た
じ
み
松
坂
訪

問
看
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン

和
楽

岐
阜
県
本
巣
市
三
橋
鶴
舞
九
八

番
地

事

業

所

の

所

在

地

岐
阜
県
高
山
市
上
宝
町
本
郷
二

九
一
六
番
地

岐
阜
県
多
治
見
市
姫
町
二
丁
目

七
六
―
二
宏
和
ビ
ル
一
Ｆ

岐
阜
県
各
務
原
市
那
加
前
野
町

三
丁
目
一
三
三
番
地

岐
阜
県
多
治
見
市
松
坂
町
一
丁

目
一
番
地
の
五

岐
阜
県
多
治
見
市
姫
町
二
丁
目

七
六
―
二
宏
和
ビ
ル
一
Ｆ

介
護
予
防

通
所
介
護

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

通
所
介
護

介
護
予
防

通
所
介
護

介
護
予
防

福
祉
用
具

貸
与

介
護
予
防

訪
問
介
護

介
護
予
防

訪
問
看
護

特
定
介
護

予
防
福
祉

用
具
販
売

平
成

二
五
・
一
〇
・
三
一

廃

止

年
月
日

二
五
・
一
〇
・

一

平
成

二
五
・
一
〇
・

九

平
成

二
五
・
一
〇
・

一

平
成

二
五
・
一
〇
・

一

平
成

二
五
・
一
〇
・

一

平
成

二
五
・
一
〇
・

一

平
成
二
十
五
年
十
一
月
二
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

○
介
護
保
険
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
の
指
定

介
護
保
険
法(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
百
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
同
法

第
五
十
三
条
第
一
項
の
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
百
十
五
条
の
十

第
一
号
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
十
一
月
二
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

○
介
護
保
険
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
の
廃
止

介
護
保
険
法(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
百
十
五
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
指
定

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら
当
該
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、

同
法
第
百
十
五
条
の
十
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
十
一
月
二
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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○
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
関
す
る
件

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模

小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
変
更
届
出
書
等
は
平
成
二
十
五
年
十
一
月
二
十
二
日
か
ら
四
月
間
岐
阜
県
商
工
労
働
部

商
業
流
通
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

ま
た
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配

慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
こ
の
公
示
の
日
か
ら
四
月
以
内
に
岐
阜
県
に
対
し
意

見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
二
十
五
年
十
一
月
二
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

届
出
年
月
日

平
成
二
十
五
年
十
一
月
一
日

二

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称

ユ
ニ
ー
株
式
会
社

三

建
物
の
名
称
及
び
所
在
地

ピ
ア
ゴ
鶉
店

岐
阜
市
鶉
七
丁
目
七
四
番
地
一

外

四

変
更
し
た
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

(

変
更
前)

ユ
ニ
ー
グ
ル
ー
プ
・
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
株
式
会
社

代
表
取
締
役

前
村
哲
路

(

変
更
後)

ユ
ニ
ー
株
式
会
社

代
表
取
締
役

佐
古
則
男

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ

て
は
代
表
者
の
氏
名

(

変
更
前)

ユ
ニ
ー
株
式
会
社(

ユ
ニ
ー
グ
ル
ー
プ
・
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
株
式
会
社)

代
表

取
締
役

前
村
哲
路

外
四
者

(

変
更
後)

ユ
ニ
ー
株
式
会
社

代
表
取
締
役

佐
古
則
男

外
五
者

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
関
す
る
件

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模

小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
変
更
届
出
書
等
は
平
成
二
十
五
年
十
一
月
二
十
二
日
か
ら
四
月
間
岐
阜
県
商
工
労
働
部

商
業
流
通
課
及
び
西
濃
振
興
局
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

ま
た
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配

慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
こ
の
公
示
の
日
か
ら
四
月
以
内
に
岐
阜
県
に
対
し
意

見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
二
十
五
年
十
一
月
二
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

届
出
年
月
日

平
成
二
十
五
年
十
一
月
一
日

二

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称

安
田
殖
産
株
式
会
社

三

建
物
の
名
称
及
び
所
在
地

ピ
ア
ゴ
浅
草
店

大
垣
市
浅
草
四
丁
目
六
五
番
地
二

外

四

変
更
し
た
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ

て
は
代
表
者
の
氏
名

(

変
更
前)

ユ
ニ
ー
株
式
会
社(

ユ
ニ
ー
グ
ル
ー
プ
・
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
株
式
会
社)

代
表

取
締
役

前
村
哲
路

外
二
者

(

変
更
後)

ユ
ニ
ー
株
式
会
社

代
表
取
締
役

佐
古
則
男

外
一
者

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
関
す
る
件

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模

小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。
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な
お
、
そ
の
変
更
届
出
書
等
は
平
成
二
十
五
年
十
一
月
二
十
二
日
か
ら
四
月
間
岐
阜
県
商
工
労
働
部

商
業
流
通
課
及
び
東
濃
振
興
局
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

ま
た
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配

慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
こ
の
公
示
の
日
か
ら
四
月
以
内
に
岐
阜
県
に
対
し
意

見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
二
十
五
年
十
一
月
二
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

届
出
年
月
日

平
成
二
十
五
年
十
一
月
一
日

二

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称

ヤ
マ
カ
興
産
株
式
会
社

三

建
物
の
名
称
及
び
所
在
地

シ
テ
ィ
プ
ラ
ザ
多
治
見

多
治
見
市
住
吉
町
三
丁
目
一
九
番
一

外

四

変
更
し
た
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ

て
は
代
表
者
の
氏
名

(

変
更
前)

ユ
ニ
ー
株
式
会
社(

ユ
ニ
ー
グ
ル
ー
プ
・
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
株
式
会
社)

代
表

取
締
役

前
村
哲
路

外
八
者

(

変
更
後)

ユ
ニ
ー
株
式
会
社

代
表
取
締
役

佐
古
則
男

外
七
者

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
関
す
る
件

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模

小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
変
更
届
出
書
等
は
平
成
二
十
五
年
十
一
月
二
十
二
日
か
ら
四
月
間
岐
阜
県
商
工
労
働
部

商
業
流
通
課
及
び
東
濃
振
興
局
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

ま
た
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配

慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
こ
の
公
示
の
日
か
ら
四
月
以
内
に
岐
阜
県
に
対
し
意

見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
二
十
五
年
十
一
月
二
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

届
出
年
月
日

平
成
二
十
五
年
十
一
月
八
日

二

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称

ユ
ニ
ー
株
式
会
社

三

建
物
の
名
称
及
び
所
在
地

ピ
ア
ゴ
瑞
浪
店

瑞
浪
市
薬
師
町
二
丁
目
七
二
番
地

外

四

変
更
し
た
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

(

変
更
前)

ユ
ニ
ー
グ
ル
ー
プ
・
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
株
式
会
社

代
表
取
締
役

前
村
哲
路

(

変
更
後)

ユ
ニ
ー
株
式
会
社

代
表
取
締
役

佐
古
則
男

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ

て
は
代
表
者
の
氏
名

(

変
更
前)

ユ
ニ
ー
株
式
会
社(

ユ
ニ
ー
グ
ル
ー
プ
・
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
株
式
会
社)

代
表

取
締
役

前
村
哲
路

外
六
者

(

変
更
後)

ユ
ニ
ー
株
式
会
社

代
表
取
締
役

佐
古
則
男

外
五
者

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
関
す
る
件

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模

小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
変
更
届
出
書
等
は
平
成
二
十
五
年
十
一
月
二
十
二
日
か
ら
四
月
間
岐
阜
県
商
工
労
働
部

商
業
流
通
課
及
び
東
濃
振
興
局
恵
那
事
務
所
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

ま
た
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配

慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
こ
の
公
示
の
日
か
ら
四
月
以
内
に
岐
阜
県
に
対
し
意

見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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平
成
二
十
五
年
十
一
月
二
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

届
出
年
月
日

平
成
二
十
五
年
十
一
月
八
日

二

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称

ユ
ニ
ー
株
式
会
社

三

建
物
の
名
称
及
び
所
在
地

ピ
ア
ゴ
恵
那
店

恵
那
市
長
島
町
正
家
二
丁
目
二
番
一
七

外

四

変
更
し
た
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

(

変
更
前)

ユ
ニ
ー
グ
ル
ー
プ
・
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
株
式
会
社

代
表
取
締
役

前
村
哲
路

(

変
更
後)

ユ
ニ
ー
株
式
会
社

代
表
取
締
役

佐
古
則
男

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ

て
は
代
表
者
の
氏
名

(

変
更
前)

ユ
ニ
ー
株
式
会
社(

ユ
ニ
ー
グ
ル
ー
プ
・
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
株
式
会
社)

代
表

取
締
役

前
村
哲
路

外
七
者

(

変
更
後)

ユ
ニ
ー
株
式
会
社

代
表
取
締
役

佐
古
則
男

外
七
者

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
関
す
る
件

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模

小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
変
更
届
出
書
等
は
平
成
二
十
五
年
十
一
月
二
十
二
日
か
ら
四
月
間
岐
阜
県
商
工
労
働
部

商
業
流
通
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

ま
た
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配

慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
こ
の
公
示
の
日
か
ら
四
月
以
内
に
岐
阜
県
に
対
し
意

見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
二
十
五
年
十
一
月
二
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

届
出
年
月
日

平
成
二
十
五
年
十
一
月
八
日

二

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称

ユ
ニ
ー
株
式
会
社

三

建
物
の
名
称
及
び
所
在
地

ピ
ア
ゴ
各
務
原
店

各
務
原
市
那
加
桜
町
一
丁
目
七
二
番
地
の
一

外

四

変
更
し
た
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

(

変
更
前)

ユ
ニ
ー
グ
ル
ー
プ
・
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
株
式
会
社

代
表
取
締
役

前
村
哲
路

(

変
更
後)

ユ
ニ
ー
株
式
会
社

代
表
取
締
役

佐
古
則
男

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ

て
は
代
表
者
の
氏
名

(

変
更
前)

ユ
ニ
ー
株
式
会
社(

ユ
ニ
ー
グ
ル
ー
プ
・
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
株
式
会
社)

代
表

取
締
役

前
村
哲
路

外
二
者

(

変
更
後)

ユ
ニ
ー
株
式
会
社

代
表
取
締
役

佐
古
則
男

外
四
者

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
関
す
る
件

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模

小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
変
更
届
出
書
等
は
平
成
二
十
五
年
十
一
月
二
十
二
日
か
ら
四
月
間
岐
阜
県
商
工
労
働
部

商
業
流
通
課
及
び
中
濃
振
興
局
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

ま
た
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配

慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
こ
の
公
示
の
日
か
ら
四
月
以
内
に
岐
阜
県
に
対
し
意

見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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平
成
二
十
五
年
十
一
月
二
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

届
出
年
月
日

平
成
二
十
五
年
十
一
月
八
日

二

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称

ユ
ニ
ー
株
式
会
社

三

建
物
の
名
称
及
び
所
在
地

ピ
ア
ゴ
可
児
店

可
児
市
中
恵
土
字
溝
向
二
一
二
〇
番
一

外

四

変
更
し
た
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

(

変
更
前)

ユ
ニ
ー
グ
ル
ー
プ
・
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
株
式
会
社

代
表
取
締
役

前
村
哲
路

(

変
更
後)

ユ
ニ
ー
株
式
会
社

代
表
取
締
役

佐
古
則
男

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ

て
は
代
表
者
の
氏
名

(

変
更
前)

ユ
ニ
ー
株
式
会
社(

ユ
ニ
ー
グ
ル
ー
プ
・
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
株
式
会
社)

代
表

取
締
役

前
村
哲
路

(

変
更
後)

ユ
ニ
ー
株
式
会
社

代
表
取
締
役

佐
古
則
男

外
六
者

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
関
す
る
件

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模

小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
変
更
届
出
書
等
は
平
成
二
十
五
年
十
一
月
二
十
二
日
か
ら
四
月
間
岐
阜
県
商
工
労
働
部

商
業
流
通
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

ま
た
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配

慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
こ
の
公
示
の
日
か
ら
四
月
以
内
に
岐
阜
県
に
対
し
意

見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
二
十
五
年
十
一
月
二
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

届
出
年
月
日

平
成
二
十
五
年
十
一
月
一
日

二

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称

有
限
会
社
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン

三

建
物
の
名
称
及
び
所
在
地

ピ
ア
ゴ
穂
積
店

瑞
穂
市
馬
場
春
雨
町
一
丁
目
三
二
番
地

外

四

変
更
し
た
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ

て
は
代
表
者
の
氏
名

(

変
更
前)

ユ
ニ
ー
株
式
会
社(

ユ
ニ
ー
グ
ル
ー
プ
・
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
株
式
会
社)

代
表

取
締
役

前
村
哲
路

外
四
者

(

変
更
後)

ユ
ニ
ー
株
式
会
社

代
表
取
締
役

佐
古
則
男

外
四
者

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
関
す
る
件

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模

小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
変
更
届
出
書
等
は
平
成
二
十
五
年
十
一
月
二
十
二
日
か
ら
四
月
間
岐
阜
県
商
工
労
働
部

商
業
流
通
課
及
び
中
濃
振
興
局
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

ま
た
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配

慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
こ
の
公
示
の
日
か
ら
四
月
以
内
に
岐
阜
県
に
対
し
意

見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
二
十
五
年
十
一
月
二
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

届
出
年
月
日
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粕

川

一

ノ

井

水

土

地

改

良

区

土

地

改

良

区

名

平
成
二
五
・
一
一
・
一
四

認

可

年

月

日

平
成
二
十
五
年
十
一
月
一
日

二

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称

有
限
会
社
富
士
屋

三

建
物
の
名
称
及
び
所
在
地

ピ
ア
ゴ
川
辺
店

加
茂
郡
川
辺
町
西
栃
井
字
東
小
島
三
七
一
番
地
一

外

四

変
更
し
た
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ

て
は
代
表
者
の
氏
名

(

変
更
前)

ユ
ニ
ー
株
式
会
社(
ユ
ニ
ー
グ
ル
ー
プ
・
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
株
式
会
社)

代
表

取
締
役

前
村
哲
路

外
六
者

(

変
更
後)

ユ
ニ
ー
株
式
会
社

代
表
取
締
役

佐
古
則
男

外
五
者

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
よ
る
意
見
書
に
関
す
る
件

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
書

の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
概
要
を
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
意
見
書
は
平
成
二
十
五
年
十
一
月
二
十
二
日
か
ら
一
月
間
岐
阜
県
商
工
労
働
部
商
業
流

通
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
五
年
十
一
月
二
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

建
物
の
名
称
及
び
所
在
地

湯
の
華
市
場

可
児
市
土
田
字
大
脇
四
七
三
三
―
四

外

二

意
見
の
概
要

可
児
市
長
の
意
見

・
店
舗
従
業
員
や
搬
入
業
者
等
に
対
す
る
指
導
徹
底
や
車
両
運
転
者
へ
の
注
意
喚
起
な
ど
、
児
童

生
徒
の
交
通
安
全
に
十
分
配
慮
さ
れ
た
い
。

(

届
出
事
項

新
設)

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
よ
る
意
見
書
に
関
す
る
件

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模

小
売
店
舗
設
置
者
に
対
し
て
意
見
を
述
べ
た
の
で
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
の
概
要
を
公
示

す
る
。

な
お
、
そ
の
意
見
書
は
平
成
二
十
五
年
十
一
月
二
十
二
日
か
ら
一
月
間
岐
阜
県
商
工
労
働
部
商
業
流

通
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
五
年
十
一
月
二
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

建
物
の
名
称
及
び
所
在
地

ゲ
ン
キ
ー
苗
木
店

中
津
川
市
苗
木
字
岡
田
二
五
二
四
番
一

外

二

意
見
の
概
要

意
見
な
し(

届
出
事
項

新
設)

○
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
認
可

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土

地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
十
一
月
二
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

土
地
改
良
法(
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
及
び
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の
規
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定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
十
一
月
二
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

退
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

退

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

木
曽
川
右

岸
用
水
土

地
改
良
区

連
合

平
成
��･�･��
理
事

渡

邉

直

由

美
濃
加
茂
市
太
田
町
本
町
三
丁
目
二
番
一
〇
号

平
成
��･�･�
同�
木

義

已

美
濃
加
茂
市
下
米
田
町
西
脇
四
三
五
番
地

同

同

稲

垣

克

巳

美
濃
加
茂
市
西
町

三
丁
目
七
五
番
地

同

同�
井

義

次

美
濃
加
茂
市
加
茂
野
町
鷹
之
巣
八
七
六
番
地

平
成
��･�･��
同

小

原�
介

加
茂
郡
坂
祝
町
勝
山

四
八
八
番
地

平
成
��･�･�
同

櫻

井

崇

加
茂
郡
川
辺
町
石
神

三
二
〇
番
地

平
成
��･�･�
同

石

井

重

武

加
茂
郡
八
百
津
町
和
知
二
〇
八
一
番
地
一

平
成
��･�･�
監
事

木

村

慶

男

美
濃
加
茂
市
蜂
屋
町
中
蜂
屋
八
六
六
番
地

就
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

就

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

木
曽
川
右

岸
用
水
土

地
改
良
区

連
合

平
成
��･��･��
理
事

藤

井

浩

人

美
濃
加
茂
市
蜂
屋
町
中
蜂
屋
四
五
二
七
番
地

同

杉

山

庄

八

美
濃
加
茂
市
下
米
田
町
則
光
三
九
三
番
地

同

清

水

幸

夫

美
濃
加
茂
市
太
田
町

二
八
九
一
番
地

同

間

宮

正

美
濃
加
茂
市
加
茂
野
町
稲
辺
一
六
三
番
地
一
の
三

同

兼

松

修

加
茂
郡
坂
祝
町
黒
岩

九
四
六
番
地

同

岩

田

誠

二

加
茂
郡
川
辺
町
上
川
辺

二
三
八
番
地
五

同

尾

関

一

夫

加
茂
郡
八
百
津
町
野
上

六
九
八
番
地
四

監
事

木

村

重

雄

美
濃
加
茂
市
加
茂
野
町
木
野
一
〇
二
三
番
地

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

岐
阜
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則(

平
成
七
年
岐
阜
県
規
則
第

百
二
十
号)

第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
十
一
月
二
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

１
調
達
物
品
の
名
称
及
び
数
量
ク
ロ
マ
ト
グ
ラ
フ
質
量
分
析
シ
ス
テ
ム
の
賃
貸
借
等
一
式

２
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
一
般
競
争
入
札

３
入
札
公
告
を
行
っ
た
日
平
成
25年
８
月
16日

４
落
札
者
を
決
定
し
た
日
平
成
25年
９
月
26日

５
落
札
者
の
住
所
及
び
氏
名
岐
阜
市
長
住
町
十
丁
目
１
番

日
通
商
事
株
式
会
社
岐
阜
支
店

支
店
長
樋
口
雅
也

６
落
札
金
額
46,657,800円

７
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

�
部
局
の
名
称
岐
阜
県
警
察
本
部
総
務
室
会
計
課

�
所
在
地
岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
１
番
１
号

○
正

誤

(

原
稿
誤
り)

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
号
外
五�
岐
阜
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令(

岐
阜
県
訓

令
甲
第
三
号)

四
二
頁
上
段
後
か
ら
七
行
目
及
び
八
行
目
中｢

施
行
に
関
す
る
事
務｣

は｢)

の
施
行

に
関
す
る
事
務｣

の
、
同
段
後
か
ら
七
行
目
中｢

施
行
事
務｣

は｢)

の
施
行
事
務｣

の
誤
り
。

(

原
稿
誤
り)

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
号
外
五�
岐
阜
県
現
地
機
関
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

(

岐
阜
県
訓
令
甲
第
四
号)

六
二
頁
上
段
後
か
ら
十
三
行
目
中｢

の
下
に｣

は｢

及
び｢

同
条
第
二
項

の｣

の
下
に｣

の
、
六
三
頁
下
段
前
か
ら
一
行
目
中｢

第
二
項｣

は｢

第
二
項
の｣

の
、
同
段
後
か
ら
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十
五
行
目
中｢

第
四
項｣｣

は｢

及
び
第
四
項｣｣

の
、｢

第
四
項
の｣

は｢

及
び
第
四
項
の｣

の
誤
り
。

○
正

誤
(

校
正
誤
り)

平
成
二
十
五
年
十
一
月
八
日
第
二
千
四
百
九
十
五
号

目
次
七
二
九
頁
上
段
前
か
ら
九
行
目
中｢

土

砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
指
定
の
一
部
解
除｣

は
、｢

土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
指
定
解
除｣

の
誤

り
。
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平
成
二
十
五
年
十
一
月
二
十
二
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


